
　　　　　　平成２４年度決算に基づく尾道市健全化判断比率

（単位：％）

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

― ― 9.4 63.1

( 11.58 ) ( 16.58 ) ( 25.0 ) ( 350.0 )

備　考 １　実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合は、「―」を記載している。

２　（　）内は、尾道市の早期健全化基準である。

＜参考＞各比率の概要

区　　　分 概　　　　　　要

市税 地方交付税等の 般財源をその支出の主な財源として実質赤字比率 　市税、地方交付税等の一般財源をその支出の主な財源として
いる一般会計等について、歳出に対する歳入の不足額（いわゆ
る赤字額）を市の一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模
の額で除したものである。

　市のすべての会計の赤字額と黒字額を合算して、市全体とし
ての歳出に対する歳入の資金不足額を、市の一般財源の標準的
な規模を表す標準財政規模の額で除したものである。

実質赤字比率

（一般会計等の実質赤
字の比率）

連結実質赤字比率

（すべての会計の実質
赤字の比率）

実質公債費比率

（公債費等の比重を示
す比率）

将来負担比率

（地方債残高のほか一
般会計等が将来負担す

　市の一般会計等の支出のうち、義務的に支出しなければなら
ない経費である公債費や公債費に準じた経費を市の標準財政規
模を基本とした額で除したものの３か年間の平均値である。

　市の一般会計等が将来的に負担することになっている実質的
な負債に当たる額（将来負担額）を把握し、この将来負担額か
ら負債の償還に充てることができる基金等を控除の上、市の標般会計等が将来負担す

べき実質的な負債をと
らえた比率）

ら負債の償還に充てることができる基金等を控除の上、市の標
準財政規模を基本とした額で除したものである。
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＜算定資料＞総括表 健全化判断比率の状況 （平成24年度決算）

（単位：％）

地方公共団体
ド

都道府県名 市区町村名 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

＜算定資料＞総括表 健全化判断比率の状況 （平成24年度決算）

コード
都道府県名 市区町村名 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

342050 広島県 尾道市 - - 9.4 63.1

団体区分 3.市

（単位：％）

標準財政規模

＜算定資料＞総括表 健全化判断比率の状況 （平成24年度決算）

-
2
 -

標準財政規模
（千円）

うち臨時財政対策債
発行可能額

早期健全化基準 11.58 16.58 25.0 350.0

35,739,156 2,797,140 財政再生基準 20.00 30.00 35.0

＜算定資料＞総括表 健全化判断比率の状況 （平成24年度決算）

-
2
 -



団体名

（単位：千円）

継続費 繰越明許 事故繰 事業繰
(5)～(9)に

広島県尾道市

歳入総額 歳出総額
歳入歳出 翌年度に繰

り越すべき
実質収支額

地方債

＜算定資料＞内訳１ 実質赤字比率の状況 （平成24年度決算）

継続費
逓次繰
越額 (5)

繰越明許
費繰越額
(6)

事故繰
越繰越
額　(7)

事業繰
越額
(8)

支払繰
延額(9)

(5) (9)に
係る未収入
特定財源
(10)

一般会計 57,590,841 56,985,045 605,796 404,731 1,317,143 912,412 201,065 68,420,307

会　計　名
歳入総額
(1)

歳出総額
(2)

歳入歳出
差引額(3)
(1)-(2)

り越すべき
財源(4)
 (5～9-10)

実質収支額
(11)
(3)-(4)

地方債
現在高(12)

港湾事業特別会計 181,313 169,044 12,269 6,297 6,297 5,972

夜間救急診療所事業特別会計 183,370 183,370 0 0 0

一
般
会
計
等

＜算定資料＞内訳１ 実質赤字比率の状況 （平成24年度決算）

-

救護施設事業特別会計 239,561 239,561 0 0 0 44,241

等
に
属
す
る
特
別

＜算定資料＞内訳１ 実質赤字比率の状況 （平成24年度決算）

-
3
 -

58,195,085 57,577,020 618,065 411,028 0 1,323,440 0 0 0 912,412 207,037 68,464,548

別
会
計

合　計

(分母比） 0.6 222

標準財政規模 35,739,156

実質赤字比率（％） -0.57

↑ この比率は実質収支が黒字である場合、負の値です。

　　この場合は、「－」（比率なし）になります。



団体名

（単位：千円）
会　　計　　名 実質収支額 （分母比） 会　　計　　名 資金不足・剰余額 （分母比）

一般会計 201,065 0.6 水道事業会計 2,471,850 6.9

広島県尾道市

宅

＜算定資料＞内訳２ 連結実質赤字比率の状況 （平成24年度決算）

, 事業 , ,

港湾事業特別会計 5,972 0.0 法 病院事業会計 4,289,562 12.0

夜間救急診療所事業特別会計 0 適

救護施設事業特別会計 0 用

企

業

宅
地
造
成
事
業
以
外

一
般
会
計
等

一
般
会
計
等
に
属
す

る
特
別
会
計

業

　　　　　　　　小　　計 207,037 0.6

標準財政規模 35,739,156 100.0

実質赤字比率　（％） -0.57 ※

千光寺山索道事業特別会計 2,897 0.0

す 宅
地
造
成
事
業

会　　計　　名 実質収支額 法 公共下水道事業特別会計 0

国民健康保険事業特別会計 390,686 1.1 非 漁業集落排水事業特別会計 0

駐車場事業特別会計 0 適 特定環境保全公共下水道事業特別会計 0

介護保険事業特別会計 45,232 0.1 用 農業集落排水事業特別会計 0

後期高齢者医療事業特別会計 45 334 0.1 企 渡船事業特別会計 0

宅
地
造
成
事
業
以
外

一
般
会
計
等
以

別
会
計
の
う
ち

業
に
係
る
特
別

外
の
会
計

＜算定資料＞内訳２ 連結実質赤字比率の状況 （平成24年度決算）

-
4
 -

後期高齢者医療事業特別会計 45,334 0.1 企 渡船事業特別会計 0

業

外
以
外
の
特

ち
公
営
企

別
会
計
以

宅
地
造
成

　※実質収支又は連結実質収支が黒字である場合、 合　　　　　計 7,452,598 20.9

　　「実質赤字比率（％）」又は「連結実質赤字比率（％）」は負の値です。 標準財政規模（再掲） 35,739,156 100.0

この場合は 「－」（比率なし）になります 連結実質赤字比率 （％） -20 85 ※

成
事
業

　　この場合は、「－」（比率なし）になります。 連結実質赤字比率 （％） -20.85 ※



団体名

（単位：千円）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
元利償還金の額 積立不足額を考 満期一括償還地 公営企業に要す 一部事務組合等 公債費に準 一時借入金 特定財源の額 事業費補正によ 事業費補正によ 災害復旧費等に 災害復旧費等に

広島県尾道市＜算定資料＞内訳３ 実質公債費比率の状況 （平成24年度決算）

元利償還金の額
（繰上償還額等
を除く。）

積立不足額を考
慮して算定した
額

満期 括償還地
方債の１年当た
りの元金償還金
に相当するもの
（年度割相当
額）

公営企業に要す
る経費の財源と
する地方債の償
還の財源に充て
たと認められる
繰入金

部事務組合等
の起こした地方
債に充てたと認
められる補助金
又は負担金

公債費に準
ずる債務負
担行為に係
るもの

時借入金
の利子

特定財源の額 事業費補正によ
り基準財政需要
額に算入された
公債費

事業費補正によ
り基準財政需要
額に算入された
公債費（準元利
償還金に係るも
のに限る。）

災害復旧費等に
係る基準財政需
要額

災害復旧費等に
係る基準財政需
要額（準元利償
還金に係るもの
に限る。）

平成22年度 7,912,727 1,251,433 7,344 1,175 1,400,986 1,408,400 96,379 2,746,887 265,846

平成23年度 7,772,803 1,387,021 7,306 1,437,848 1,322,630 97,831 2,916,955 287,535

平成24年度 7,650,988 1,311,106 4,134 99 1,343,947 1,295,640 111,167 3,041,137 271,867平成 年度 , , , , , , , , , , , , ,

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱
密度補正により
基準財政需要額
に算入された元
利償還金

密度補正により
基準財政需要額
に算入された準
元利償還金（地
方債 元利償還

標準税収入額等 普通交付税額 臨時財政対策債
発行可能額

地方財政法
第５条の３
第４項第１
号の規定に
基づき総務

実質公債費比率
（単年度）

実質公債費比率
（３カ年平均）

＜算定資料＞内訳３ 実質公債費比率の状況 （平成24年度決算）

-
5
 -

方債の元利償還
額を基礎として
算入されたもの
に限る。）

基づき総務
大臣が定め
る額
（特別区の
み記入）

平成22年度 13,611 94,599 19,665,381 13,234,553 3,627,871 平成22年度 9.9

（単年度）

(％)

（ 年平均）

(％)

平成23年度 16,786 117,351 20,438,353 13,063,940 2,681,506 平成23年度 9.5

平成24年度 18,287 125,900 19,572,064 13,369,952 2,797,140 平成24年度 8.9

9.4

実質公債費比率（単年度） （　①+②+③+④+⑤+⑥+⑦　）　－　（　⑧+⑨+⑩+⑪+⑫+⑬+⑭+⑱　）

の計算式 （　⑮+⑯+⑰　）　　　　    　　 　　－　（　　　 ⑨+⑩+⑪+⑫+⑬+⑭+⑱　）

＜算定資料＞内訳３ 実質公債費比率の状況 （平成24年度決算）

＝

-
5
 -



団体名

将来負担額　Ａ （単位：千円）

広島県尾道市＜算定資料＞内訳４ 将来負担比率の状況 （平成24年度決算）

地方道路公社 土地開発公社 第三セクター等

68,464,548 0 15,089,833 0 12,081,246 0 0 0 0 0 0

地方債の現在高
債務負担行為に
基づく支出予定額

公営企業債等
繰入見込額

組合等
負担等見込額

退職手当
負担見込額

設立法人の
負債額等
負担見込額

連結実質
赤字額

組合等連結実質
赤字額負担見込額

68,464,548 0 15,089,833 0 12,081,246 0 0 0 0 0 0

（分母比） 222 49 0 39

充当可能財源等　Ｂ （単位：千円）

うち都市計画税

11,807,682 13,817,562 11,658,627 50,499,104

充当可能基金
充当可能
特定歳入

基準財政需要額
算入見込額

＜算定資料＞内訳４ 将来負担比率の状況 （平成24年度決算）

-
6
 -

（分母比） 38 45 38 164

将来負担額　A 充当可能財源等　Ｂ Ａ　－　Ｂ

＜算定資料＞内訳４ 将来負担比率の状況 （平成24年度決算）

-
6
 -

310 247 63 将来負担比率　（％）

63.1
標準財政規模　Ｃ 算入公債費等の額　Ｄ Ｃ　－　Ｄ

95,635,627 76,124,348 19,511,279
―

＝ ＝

＜算定資料＞内訳４ 将来負担比率の状況 （平成24年度決算）

-
6
 -

116 16 10035,739,156 4,863,998 30,875,158

―

―

＝ ＝

＜算定資料＞内訳４ 将来負担比率の状況 （平成24年度決算）

-
6
 -



　　　　　　　平成２４年度決算に基づく尾道市資金不足比率

　　　　　　　　　 会　計　名 資金不足比率（％）

尾道市水道事業会計 ―

尾道市病院事業会計 ―尾道市病院事業会計 ―

尾道市千光寺山索道事業特別会計 ―

尾道市公共下水道事業特別会計 ―

尾道市漁業集落排水事業特別会計 ―

尾道市特定環境保全公共下水道事業特別会計 ―

尾道市農業集落排水事業特別会計尾道市農業集落排水事業特別会計 ―

尾道市渡船事業特別会計 ―

備　考　　１　資金不足額がない場合は、「―」を記載している。

　　　　　２　経営健全化基準は、各会計ごとに20.0％である。

＜参考＞比率の概要＜参考＞比率の概要

区　　　分

資金不足比率

　　（公営企業ごとの資金不足額の比率）

　一般会計等の実質収支に当たる公営
企業会計における資金不足について、
公営企業の事業規模に対する比率を表
したものである。

概　　　要

- 7 -



(14)　合計

共通事項 公営企業会計に係る資金不足額等 6,764,309 → → → → → → → 18.9
法適用企業 法適用企業 ↑ （単位：千円）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

＜算定資料＞公営企業会計に係る資金
不足比率（平成24年度決算）

資(1) 　 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

a-b-c (-d)
流動負債
a

控除未払
金等 b

控除額 c

土
地
前
受
金 d
（宅
造）

算入地
方債

e-f-g (-h) 流動資産 e

控
除
財
源 f

控除額 g

土
地
評
価
差
額
h
（宅
造）

地
方
債
残
高
（宅
造）

長
期
借
入
金
（宅
造）

令３条１項
の額・令４
条の額

解
消
可
能
資
金
不
足
額

資金不足
額・剰余額
（連結実質
赤字比率）

資金
不足
額
（資
金不
足比
率）

営業収益
の額-受託
工事収益
の額

うち
指定
管理
者利
用料
金

資本
+負
債
（宅
造の
み）

事業の規
模

(10)or(11)

繰
越
欠
損
金

地方
公共
団体
コード

都道府
県名

市区町
村名等

団
体
区
分

標準財政
規模 x

特別会計名
事業
区分

宅
造
区
分

法
適

資
金
不
足
比
率
(9)/
(12)
（％
）

標準
財政
規模
比
(8)/x
（％）

造） 額
率）

342050 広島県 尾道市 3 35,739,156 水道事業会計 水道 1 法適 1,434,414 1,434,414 3,906,264 3,906,264 - ▲ 2,471,850 0 2,471,850 - 3,615,484 3,615,484 - 6.9

342050 広島県 尾道市 3 35,739,156 病院事業会計 病院 1 法適 1,230,408 1,230,408 5,519,970 5,519,970 - ▲ 4,289,562 0 4,289,562 - 12,386,347 12,386,347 - 12.0

共通事項 公営企業会計に係る資金不足額等
法非適用企業 法非適用企業 （単位：千円）

）

法非適用企業 法非適用企業 （単位：千円）

(1) (2) (3) (3') (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

歳出額
算入地方
債

s-t1-t2-
t3-t4-
t5+t'

歳入額 s

継
続
費
逓
次
繰
越
額

繰越明
許費繰
越額 t2

事故繰越
繰越額 t3

事業繰越
額 t4

支
払
繰
延
額
t5

未収入
特定財
源 t'

土
地
収
入
見
込
額
（宅

地方
債残
高
（宅
造）

長
期
借
入
金
（宅
造）

令３条１項
の額・令４
条の額

解
消
可
能
資
金
不
足

資金不足
額・剰余額
（連結実質
赤字比率）

資金
不足
額
（資
金不
足比
）

営業収益
の額-受託
工事収益
の額

うち
指定
管理
者利
用料
金

資本
+負
債
（宅
造の
み）

事業の規
模

(10)or(11)

事業
区分

地方
公共
団体
コード

都道府
県名

市区町
村名等

団
体
区
分

標準財政
規模 x

特別会計名

標準
財政
規模
比
(8)/x
（％）

宅
造
区
分

非
適

資
金
不
足
比
率
(9)/
(12)
（％

-
8
 -

額
t1

t5 （宅
造）

造） 足
額

率）
金 み）

342050 広島県 尾道市 3 35,739,156
千光寺山索道
事業特別会計

観光
施設

1 非適 75,634 78,531 78,531 - ▲ 2,897 0 2,897 - 77,791 77,791 - *** 0.0

342050 広島県 尾道市 3 35,739,156
公共下水道事
業特別会計

下水
道

1 非適 1,699,483 1,699,483 1,699,483 - 0 0 0 - 430,647 430,647 - *** -

広島県 尾道市 3 35 739 156
漁業集落排水
事業特別会計

下水
1 非適 16 285 16 285 16 285 0 0 0 2 873 2 873

（％
）

342050 広島県 尾道市 3 35,739,156 事業特別会計
下水
道

1 非適 16,285 16,285 16,285 - 0 0 0 - 2,873 2,873 - *** -

342050 広島県 尾道市 3 35,739,156
特定環境保全
公共下水道事
業特別会計

下水
道

1 非適 179,421 179,421 179,421 - 0 0 0 - 78,829 78,829 - *** -

342050 広島県 尾道市 3 35,739,156
農業集落排水
事業特別会計

下水
道

1 非適 32,212 32,212 32,212 - 0 0 0 - 8,610 8,610 - *** -

広島県 尾道市 3 35 739 156
渡船事業特別
会計 交通 1 非適 32 779 32 779 32 779 0 0 0 4 325 4 325342050 広島県 尾道市 3 35,739,156 会計 交通 1 非適 32,779 32,779 32,779 - 0 0 0 - 4,325 4,325 - *** -

※団体区分の 3　は一般の市である。
※宅造区分の 1 は宅地造成事業を行っていない会計である。
※(8)は、連結実質赤字比率の算定に用いる額（資金不足額は負の値で表示）であり、(9)は、資金不足比率の算定に用いる額（資金不足額は正の値で表示）である。


